
８０００６２８ （２０２１年４月１日現在）

〈ほくぎん〉電子債権サービス手数料一覧表

（１）月額基本手数料     無料

（２）各種記録請求等の手数料（１件あたり） 

①【債務者利用先手数料】 

種類 金額（税込） 備考 

発生記録請求手数料 

（債務者請求方式） 

当行宛：330 円 

他行宛：660 円 
発生記録請求を行った場合 

変更記録請求手数料 165 円 
支払期日の変更や発生記録の取消等の変更記録請求を行っ

た場合 

支払等記録請求手数料 165 円 口座間送金決済以外による支払等記録請求を行った場合 

②【債権者利用先手数料】 

種類 金額（税込） 備考 

発生記録請求手数料 

（債権者請求方式） 

当行宛：330 円 

他行宛：660 円 
発生記録請求を行った場合 

譲渡記録請求手数料 
当行宛：165 円 

他行宛：330 円 
譲渡記録請求を行った場合 ※ 

分割譲渡記録請求手数料 
当行宛：330 円 

他行宛：660 円 
分割譲渡記録請求を行った場合 ※ 

譲渡記録担保手数料 165 円 譲渡担保による当行宛の譲渡を行った場合 

分割譲渡記録担保手数料 330 円 譲渡担保による当行宛の分割譲渡を行った場合 

変更記録請求手数料 165 円 
支払期日の変更や発生記録の取消等の変更記録請求を行っ

た場合 

支払等記録請求手数料 165 円 口座間送金決済以外による支払等記録請求を行った場合 

保証記録請求手数料 165 円 保証人に保証記録請求を行った場合 

決済事務手数料 220 円 口座間送金決済が行われた場合 

開示内容の記録手数料 
当行宛：330 円 

他行宛：660 円 

特定記録機関変更記録を行った場合（発生記録請求手数料

（債権者請求方式）と同じ） 

※割引申し込み時の当行宛譲渡記録請求手数料、当行宛分割譲渡記録請求手数料は無料です。 

○上記の各種記録請求等の手数料および裏面（３）①残高証明書発行（定例発行方式）の手数料はご利用された月

の翌月 17 日(銀行休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としさせていただきます。 

○<ほくぎん>電子債権サービスをご利用いただくには法人向けインターネットバンキング「ビジネスＩＢ」または

「ほっと君Ｗｅｂ Ｊｒ.」のご契約が必要です。「ビジネスＩＢ」「ほっと君Ｗｅｂ Ｊｒ.」のご利用にあたって

は所定の手数料が必要となります。 



８０００６２８ （２０２１年４月１日現在）

（３）その他の手数料（１件あたり）         

①【窓口対応手数料】（法人向けインターネットバンキング操作対象外のもの） 

種類 金額（税込） 備考 

特例開示手数料 3,300 円 
記録事項や提供情報の開示を行う場合で、中間譲渡情報およ

び訂正・回復記録状況等を依頼する場合 

全部開示手数料 1,100 円 譲渡記録を除く全ての記録の開示を依頼する場合 

元利用者さま等からの開

示請求手数料 
3,300 円 元利用者さま等が開示請求を行う場合 

残高証明書発行手数料 

（定例発行方式） 
1,980 円 

合計件数・金額および明細情報の証明書を定例的に発行する

場合 

残高証明書発行手数料 

（都度発行方式） 
4,400 円 上記の証明書を個別に発行する場合 

書面による変更記録請求 2,200 円 利害関係者が３名以上となる場合 

支払不能情報照会手数料 3,300 円 支払不能情報照会を行う場合 

口座間送金決済中止依頼

手数料 
880 円 債務者利用先のお客さまが口座間送金決済を中止する場合 

期日前買戻依頼手数料 880 円 期日前にでんさいの買戻しを行う場合 

期日前担保解除依頼手数料 880 円 期日前にでんさい担保の解除を行う場合 

貸倒引当金繰入事由に係る

証明書発行手数料
1,650 円 

債務者が取引停止処分を受け、債権者に貸倒引当金繰入事由

が生じた時にその証明書を発行する場合 

取引停止処分証明書発行手

数料 
1,650 円 債務者が取引停止処分を受け、その証明書を発行する場合 

災害による支払不能証明書

発行手数料 
1,650 円 

災害による支払不能となった場合、その証明書を発行する場

合 

特定記録機関変更記録手数

料 
4,400 円 特定記録機関変更記録を行う場合 

②【代行処理手数料】 

種類 金額（税込） 備考 

指定許可登録手数料 

1,100 円 

パソコンの故障などで、法人インターネットバンキング

が操作できない時に、当行が代行して各種手続きを行う

場合 

通常開示手数料 

発生記録請求手数料 

譲渡記録請求手数料 

分割譲渡記録請求手数料 

譲渡記録担保手数料 

分割譲渡記録担保手数料 

保証記録請求手数料 

支払等記録請求手数料 

変更記録請求手数料 

各種記録請求の承諾手数料 

各種記録請求の否認手数料 

◎上記(3)その他の手数料はご利用された時に窓口でお支払いください。 

○手数料について変更がある場合は当行ホームページ（www.hokugin.co.jp）にてご案内します。 

○詳しくは当行ホームページ（www.hokugin.co.jp）または窓口でご確認ください。 


